
人口減少や相続の増加によって「空き家」と「所有者不明土地」は今後も増加が見込
まれています。空き家と所有者不明土地等が混在し、地域の機能維持や経済活性化を
図るためには、両対策の連携を進めることが必要です。今回の日合商解説（vo.63)で
は「空き家」と「所有者不明土地」の解消に向けた対策について解説します。
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所有者不明土地対策における住民基本台帳ネットワークシステム①

住基ネットを活用することで、これまで死亡事実の有無を調査し、法定相続人を探索す
る手間を容易にする。紙ではなくデジタルで対応することでこれまでよりも所有者の特
定が早くなります。これは所有者不明土地において、事業を実施しようとする事業者に
もいえることで、住基ネットの活用がこれまでよりも迅速かつ円滑に所有者不明土地の
解消に繋がってくることが期待されています。



空き家対策と所有者不明土地の政策パッケージ概要について②

空き家と空き地がある程度固まっているエリアでは地域一帯で活用する事例も出てきてい
ます。石川県輪島市ではまちなかの複数の空き家と空き地を活用して、拠点施設や子育て
施設を整備して有効活用しています。
空き家が拠点から多少離れた位置にあったとしてもショートステイ利用や子育て支援施設
としての活用等は可能で、都市部でも地方部でも発想の仕方によっては十分に有効活用が
出来そうです。

空き家と空き地が別々に隣接している場合は、２区画を再編し一体的に活用する方法も出
ています。敷地を拡げて利用することが出来れば子育て世帯が住まいとして活用できるよ
うになります。

このように空き家対策と所有者不明土地の対策は一緒に取り組んでいくことが求められて
います。家だけの活用ではなく、全体的な活用で考えていかないと、単に空き家をリ
フォームしただけでは使われない可能性があります。
空き家・土地対策は連携して考え、地域一帯での活用に着眼します。その後は「空き家」
や「所有者不明の土地」の解消に向けて情報共有と探索の円滑化に向けた取り組みが重要
になります。行政が主導して行うパターンもありますが、民間事業者が主導していくパ
ターンも今後増えていくことが予想されます。



空き家対策と所有者不明土地対策のバランス③

●空き家と所有者不明土地はともに人口減少や相続の増加等を要因とし、今後も増加が
見込まれる
●地域においては、空き家と所有者不明土地が混在、両対策の連携が必要
●空き家・所有者不明土地対策が一体化することで空き家・土地の有効活用や適切な管
理を図る、これによって地域経済の活性化に繋げる。子育て世帯の住まいや拠点として
活用することで、同時に少子高齢化対策についても対策を行う。

空き家対策も所有者不明土地も市区町村が対策計画を策定し関係者の協議会を設置して
おり、協議会の運営連携が非常に重要な位置づけになります。
所有者の探索にしても、住基ネットの活用が動き出すので、相互に情報共有することで
探索を一層、円滑化することが可能になります。

利活用の分野においては、空き家も所有者不明土地についても早期活用を促すように意
識啓発が進められてはいますが、所有者不明土地については、所有者が不明な分、今後
活用したいと考える個人や事業者を集めることの方が早く進んでいくかもしれません。
空き家も所有者不明土地も、「所有者責務の強化」が進んでいきます。利活用されずに
「遊休資産」となっている状態を減らし、犯罪の温床となるような事態になることを未
然に防ぐ目的もあります。

次回は法務省における所有者不明土地問題の解決に向けた取り組みや
これまで取り組まれてきた所有者不明土地問題の対策推進の工程表の今後の予測につい
て解説します。


